
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考資料１ 

○県民会議（第 66回・８月） 

 提案書（案）を県民会議に報告、確認の上その場で確定 

 ⇒「県民参加のあり方に関する提案書（仮称）」を県民会議座長から県に提出 

○県民会議（第 65回・3/24） 

 提案書の構成について検討 

県民参加のあり方に対する提案書（仮称）作成の流れについて 

○施策調査専門委員会（第 74回・2/18） 

 提案書の作成スケジュールについて確認 

○令和７年度施策懇談会（3/3） 

 「各委員会・作業チームとの連携」及び「県民会議のあり方」について施策懇

談会で検討 

○各委員会・作業チーム（５月） 

 提案書の記載内容について、各委員会・作業チームで検討 

○施策調査専門委員会（第 75回・６月）※必要に応じ前後に四者協議会等で議論 

 各委員会・作業チームでの検討結果を踏まえ、提案書（原案）の作成 

○令和８年度施策懇談会（７月） 

 提案書の内容について、施策懇談会で検討 


